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１ 川崎市長選挙 

●候補者１人の氏名を自書します。 
 ●投票用紙の色は薄オレンジ色、文字は黒色で印刷されています。 
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 ●投票用紙の色は白色、文字は黒色で印刷されています。 
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Ⅰ は じ め に 
 
 

１ 不在者投票制度とは 

  選挙人が選挙（投票日）の当日、法律で定められた一定の理由に該当すると見込

まれる場合、投票日の前でも投票することができるよう設けられた制度です（公職

選挙法の改正により、期日前投票制度が創設され、平成１５年１２月から施行され

ましたが、「指定病院、指定老人ホーム、指定身体障害者支援施設及び指定保護施

設（以下「指定病院等」といいます。）」における不在者投票は従来どおりです。）。 
 

２ 「指定病院等」とは 

  不在者投票を行うことができる施設として、県選挙管理委員会が指定した病院、

老人ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設をいいます。 
 

３ 今回の選挙において「指定病院等」で不在者投票をすることができる人とは 

川崎市長選挙（以下「市長選挙」といいます。）は市長選挙の選挙権を有する人

で、川崎市のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている人のうち、次の表のとお

りです。 

また、川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙（以下「市議会議員幸区補欠選挙」と

いいます。）は市議会議員幸区補欠選挙の選挙権を有する人で幸区の選挙人名簿に

登録されている人のうち、次の表のとおりです。 

  なお、選挙人名簿への登録の確認は、各区の選挙管理委員会（市内の区の選挙管

理委員会の所在地等については、巻末の一覧表を参照してください。）にお問い合

わせください。 
 

所   在 
 

区域内の｢指定病院等｣ 
に入院（入所）中 

区域外の｢指定病院等｣ 
に入院（入所）中 

歩行可能な人 
（外出可能） 

 
できない（×） 

（注４） 
できる（○） 

病気、負傷等のため歩

行が著しく困難な人 
できる（○） できる（○） 

（注１） 「区域内」とは、選挙人が行く投票所のエリアである投票区の区域内のことで

す。なお、歩行可能（外出可能）な選挙人の名簿登録地と「指定病院等」の所在

地が同じ区内にある場合で、投票区の区域が同じであるかどうか不明な時には、

「指定病院等」が所在する区の選挙管理委員会へお問い合わせください。 
  

区   分 
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 （注２） 平成２５年７月１日以後に公示又は告示された選挙（平成２５年７月 
２１日執行の参議院議員通常選挙）から、成年被後見人の方の選挙権が回復し
ました。貴病院、貴施設に成年被後見人の方がいらっしゃる場合には、回復さ
れた選挙権が円滑に行使できるよう、投票用紙の代理請求など不在者投票に係
る手続について遺漏がないよう御注意ください。 

 
 （注３） 平成２８年６月１９日以後に公示された国政選挙（平成２８年７月１０日執行

の参議院議員通常選挙）から選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられました。 
      満１８歳かどうかの算定は、不在者投票を行う時点ではなく、投票日時点で行

うこととされています。なお、年齢については、生まれた年の翌年の誕生日の前
日に満１歳になるとされていますから、投票日の翌日が満１８歳の誕生日である
人まで選挙権を有することとなります。 

 
 （注４） 原則歩行可能な人で「区域内」の「指定病院等」に入院（入所）中の人は不在

者投票ができませんが、台風などの天災・悪天候や、新型コロナウイルス感染症
への感染が懸念される状況であるために外出困難な場合には、不在者投票を行う
ことができます。 

       

４ 不在者投票管理者とは 

  「指定病院等」に入院（入所）中の選挙人の不在者投票については、その「指定

病院等」の長が不在者投票管理者となります。 

しかし、「指定病院等」の長が候補者となった場合又は外国人である場合には、

不在者投票管理者となることができません。このような場合や長に事故があり、又

は欠けた場合には、その長の職務を代理すべき人（指定病院における職務を代理す

べき人は、医師（又は歯科医師）に限られます。）が不在者投票管理者となります。 

不在者投票管理者は、不在者投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権

を持っており、不在者投票事務に従事する者を指揮監督し、不在者投票事務全般を

管理執行することが役目です。 

不在者投票管理者の職務の主なものは、次のとおりです。  

 （１） 選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒（以下「投票用紙等」といいま

す。）の請求依頼があった場合、不在者投票理由（１ページの３参照）に当

たるかどうかを認定のうえ、選挙人に代わって、選挙人の名簿登録地の川崎

市の区の選挙管理委員会の委員長（以下「区選管委員長」といいます。）に

対して「投票用紙等」を請求すること。 

 （２） （１）の「区選管委員長」から交付された「投票用紙等」を選挙人に渡すこと。 

 （３） 不在者投票記載場所の設備（９ページの４参照）をすること。 

 （４） 投票の立会人（１人以上）を選び、投票に立ち会わせること。 

 （５） 投票をさせる際に、選挙人に渡した「投票用紙等」にすでに候補者名等が

書き込まれていないかどうか、又、汚損及び破損はないか等について点検し

た後、投票させること。 

 （６） 代理投票の申請の受理及びその諾否を決定すること。 

 （７） 投票の終わった「投票用紙等」を直ちに「区選管委員長」に送致（直接持

参するか又は郵便等（※）により送付）すること。 
 

※ 「郵便等」とは、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）
第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しく
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は同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書
便を言います。 
したがいまして、「投票用紙等」を送付する際は、日本郵便株式会社又は特定信書便事業

者を用いてお送りください。宅配便などを御利用になる場合は、必ずその事業者が特定信書
便事業者に該当しているかどうかを御確認ください。なお、選挙期日（投票日）までに必ず
到達する必要があるため、土・日・休日も配送される速達やレターパックプラス等を御活用
ください。特に不在者投票管理者が区の選挙管理委員会に「投票用紙等」を送付する場合に
は、レターパックプラスを活用するなど配達記録の残る送付方法が望ましいです。 

 

５ 留意していただくこと 

  不在者投票は、一般投票の例外の制度であり、その手続が長期にわたって行われ

る関係上、特に厳格な手続が規定されています。 

  特に、「指定病院等」の不在者投票管理者になられる方々は、本来の業務の他に

この仕事をしていただくわけですが、選挙が民主主義の基本をなすものであること

を十分に御認識のうえ、御協力をお願いします。 

  具体的な手続についての解説は別の項で詳しく述べますが、特に次の点に留意し、

公正かつ適正な事務処理をお願いします。 

 （１） 不在者投票に関し、業務上の地位を利用して選挙運動をすることはできません。 

 （２） 事務の管理及び執行に当たっては、自由及び公正を心がけ、投票の秘密保

持を期し、又、選挙人の投票に干渉したり、威圧を加えることのないように

してください。 

 （３） 投票の終わった「投票用紙等」は、直ちにそれぞれの名簿登録地の「区選

管委員長」に送致（直接持参するか又は郵便等により送付）してください。

その際、誤って県や市の選挙管理委員会又は違う区の選挙管理委員会宛てに

送付することのないよう御注意ください。 
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７ 不在者投票の流れ 

  「指定病院等」における不在者投票の大まかな流れは次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 「投票用紙等」の請求（②）及び投票の終わった「投票用紙等」の送付（⑥）

は選挙人の名簿登録地の「区選管委員長」に行っていただきます。 

   「投票用紙等」の請求先及び送付先を誤ってしまうと、投票ができない（間に

合わない）あるいは投票が無効になってしまうことがありますので、誤りのない

ようにお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 不在者投票後は経費（外部立会人の立会に要する経費を含む）の請求（⑦）を

していただくことになりますが、今回行われる市長選挙及び市議会議員幸区補欠

〔公示・告示日前～選挙期日（投票日）前日〕 

不
在
者
投
票
管
理
者 

（
指
定
病
院
等
） 

選
挙
人
の
名
簿
登
録
地
の 

区
選
管
委
員
長 

選 
 

挙 
 

人 

① 依 頼 

④「投票用紙等」の交付 

⑤ 不在者投票 

② 「投票用紙等」の請求 

③ 「投票用紙等」の送付 

⑥ 投票の終わった 

「投票用紙等」の送付 

不
在
者
投
票
管
理
者 

（
指
定
病
院
等
） 

川
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会 

⑦ 経費の請求 

⑧ 経費の支払 

〔不在者投票後～選挙期日（投票日）３０日後〕 

（３７ページのラベルを参照） 

（３８ページのラベルを参照） 
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選挙分の経費の請求先は川崎市選挙管理委員会です（衆議院小選挙区選出議員選

挙、衆議院比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査分の経費は神奈川

県選挙管理委員会宛てに行ってください。）。 

 

８ 選挙管理委員会と「指定病院等」との文書のやりとりに係る宛名ラベルについて 

「指定病院等」が、市長選挙及び市議会議員幸区補欠選挙に係る不在者投票に関

して、選挙管理委員会と文書のやりとりを行うのは前項７の②⑥⑦の３つです。 

 

  

  ② 「投票用紙等」を「区選管委員長」に請求 

 

  ⑥ 投票後、「投票用紙等」を「区選管委員長」に送致（直接又は郵便等） 

  ⇒ 「投票用紙等」のやりとりはすべて区の選挙管理委員会と行います。 

 

  ⑦ 不在者投票後、川崎市選挙管理委員会に経費を請求 

   ⇒ 経費請求におけるやりとりは市の選挙管理委員会と行います（経費の請求

については１６ページに記載しています。）。 

 

「投票用紙等」の請求先及び送付先誤りを防止するため、「区選管委員長」との

「投票用紙等」のやりとり（上記②⑥）をする際には、３７・３８ページに記載し

ている投票用紙等送付用ラベルを宛名ラベルとして御活用いただき、送付先誤りの

ないようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔７ 不在者投票の流れ（再掲）〕 
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◆神奈川県が送付する様式を用いて

ください。 

Ⅱ  事 務 処 理 に つ い て 
 

１ ｢投票用紙等｣の請求 
 

      （ 依 頼 ）         （ 代 理 請 求 ） 

 

 

     ・依頼書※        ・・投票用紙等交付請求書※ 

        第１号様式 第２号様式 

 白色の用紙 白色の用紙 

 ２４ページ参照 ２５ページ参照 

・・不在者投票事務処理票 

（Ｂカード）※ 

 第２号様式の２ 

 クリーム色のカード 

 ２６ページ参照 

 
 
 
 
 
 ※ ここで使用する用紙等は、川崎市選挙管理委員会からあらかじめお届けします。 
 

（１） 「投票用紙等」の請求は、選挙期日（投票日）の前日まででき、選挙期日

の告示の日前においても行うことができます。 

（２） 「指定病院等」の長が選挙人に代わって請求する場合、必ず依頼書（第１

号様式、２４ページ参照）を選挙人から提出させ保存しておいてください。 

（３） 不在者投票管理者は、不在者投票理由（１ページの３参照）に当たると認

定した場合には、投票用紙等交付請求書（第２号様式、２５ページ参照）及

び不在者投票事務処理票（Ｂカード）（第２号様式の２、２６ページ参照）

に必要事項を記入の上、「区選管委員長」に対して直接又は郵便等で請求し

てください（市内の区の選挙管理委員会の所在地については、巻末の一覧表

を参照してください。）。 

（４） 不在者投票事務処理票（Ｂカード）の「施設の名称」欄の記入は、施設名

称のゴム印を押していただいても結構です。 

    また、選挙人が点字で投票を行う場合には、「施設の名称」欄に併せて「点

字」と記入してください。 

（５） 選挙人から請求の依頼がないときは、いかなる場合でも選挙人に代わって

請求することはできません。 

不

在

者

投

票

管

理

者 

（
指
定
病
院
等
） 

 
 

選

挙

人

の

名

簿

登

録

地

の 

区

選

管

委

員

長 

選

挙

人 
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（６） 「投票用紙等」の請求方法は、選挙人が「指定病院等」の長に「区選管委

員長」への請求を依頼する方法のほかに、選挙人が自ら「区選管委員長」に

請求する方法があります。この場合には、請求書（兼宣誓書）（第３号様式、

２７ページ参照）により「区選管委員長」に対して直接又は郵便等で請求す

ることになります（以下、選挙人が自ら請求した場合の事務処理についての

記載は、《 》で表します。）。 
 

２ 「投票用紙等」の交付 

前ページ１の方法で請求すると、「区選管委員長」から次の諸用紙が直接交付さ

れるか又は郵便等をもって送付されます。 

なお、市議会議員幸区補欠選挙の選挙期日の告示は、市長選挙の選挙期日の告示

の５日後になりますので、同選挙の不在者投票をする場合、投票用紙等の送付は、

この日以後に一括して行います（４ページの６参照）。 

 

 

 

  この場合、不在者投票管理者は、「投票用紙等」を受け取ったら直ちに、選挙人

に渡さなければなりません。 

  なお、不在者投票をする期日を定める場合（次の３を参照）、その期日まで不在

者投票管理者が「投票用紙等」を保管することは、選挙人における保管が困難と判

断され、選挙人の了解を得て保管するのであれば差し支えありません。 

  《選挙人が自ら請求した場合は、これらの諸用紙の他に不在者投票証明書（不在

者投票証明書用封筒に封入されています。）が同時に交付されますが、当該選挙人

はこの不在者投票証明書用封筒を開封できません。もし、開封された形跡があると

きは、不在者投票管理者は投票を拒否しなければなりません。》 
 

３ 不在者投票ができる期間及び時間 

  選挙期日の公示・告示の日の翌日から選挙期日の前日までの、毎日午前８時３０

分から午後５時までです（４ページの６参照）。 

  なお、この期間内で不在者投票をする期日を定めることは差し支えありませんが、

その特定の日以外に投票したい旨の申出があった場合にこれを拒否することはで

きません。 

 

 

 

 

① 投票用紙 

② 不在者投票用封筒（外封筒、内封筒） 
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４ 投票記載場所の設備 

  不在者投票管理者は、「指定病院等」の施設内に、投票の秘密を保持するために

他人が選挙人の投票を見ることができず、また投票用紙の交換その他の不正が行わ

れないよう、相当な設備をしなければなりません。 

 

 【設備例】 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  また、投票記載場所に候補者の氏名等を記載したポスター等の文書を掲示するこ

とは一切できません。 

  なお、重病人等で歩行が著しく困難である場合は、不在者投票管理者の管理下で

立会人の立会いがある限り、ベッドの上で投票することができます（この場合は、

ベッドのある室内に候補者の氏名等を記載したポスター等の文書を掲示すること

はできません。）。 

 （注） 投票記載場所に特定の候補者の氏名のメモ等を置いて、その候補者に投票

をしむけるような行為は、投票干渉罪として１年以下の禁錮又は３０万円以

下の罰金に処せられます。 

 

５ 立会人 

不在者投票管理者は、不在者投票が行われる場合においては、選挙権を有する人

を立ち会わせなければなりません。立会人不在で行われた投票は無効となりますの

で最低１人の立会人の立会いがなければなりません。また、立会人は、不在者投票

囲
い 

囲
い 

囲
い 

筆記用具 記載台 
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管理者（不在者投票管理者の補助執行者を含む）、代理投票（又は代理投票の仮投

票）における補助者とは兼ねることはできません。 

なお、立会人は選挙権（年齢満１８歳以上の日本国民）を有すれば足り、選挙人

名簿に登録されていることは必要ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 不在者投票の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 《不在者投票証明書》の関係は、選挙人が自ら「区選管委員長」に対して「投票用紙等」

を請求し、交付された場合です。 

 

 

○ 外部立会人 

平成２５年の公職選挙法等の改正により、不在者投票管理者は市区町村選挙

管理委員会（川崎市にあっては区の選挙管理委員会）が選定した者（以下「外

部立会人」といいます。）を立ち会わせることその他の方法により不在者投票の

公正な実施を確保する努力義務が課せられました（今回の市長選挙及び市議会

議員幸区補欠選挙における外部立会人の選定手続については１５ページに記載

しています。）。 

選 挙 人 

 

・投票用紙 

・不在者投票用封筒 

 （外封筒・内封筒）   ○ 

 《不在者投票証明書》 

 

投票記載 

投票用紙を不在者投票 

用内封筒に封入後、    ○ 

さらに外封筒に封入し、 

外封筒の表面に署名 

（点字投票の場合の外 

封筒への署名は、内封 

筒を外封筒に入れる 

前に点字で打つ。） 

 

 

不在者投票管理者 

 

 

   ○ 点 検 

   《不在者投票証明書 

開封》 

 

 

 

 

○ 外封筒裏面に記入 

  ①投票年月日・場所 

  ②不在者投票 

   管理者の職 

名及び氏名 

  立 会 人 

 

 

 

  ○ 署 名 

  （ゴム印不可） 

 

 

○ 送致用封筒に《不

在者投票証明書を併

せて》封入、表面に

「投票在中」と朱書

きで明記し、裏面に

不在者投票管理者の

記名・押印 

 区の選挙管理 

 委員会 

 

 

 

 

 

 

 

     送 致 

（直接又は郵便等 

 により送付） 

      ○ 

(1)ア 

(1)イ 

(1)ウ 

(2) 

(2)③ 

(2)④ 

(2)⑤ 
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（１） 不在者投票の手続 

ア 選挙人の確認 

  不在者投票管理者は、投票しようとする人が、「投票用紙等」を交付され

た選挙人であるか否か確認してください（８ページの２参照）。 

  《選挙人が自ら「投票用紙等」を請求した場合については、不在者投票証

明書によって確認してください。》 

 

イ 「投票用紙等」の点検 

  不在者投票管理者は、「投票用紙等」について、正規のものかどうか、汚

損及び破損があったり、又はすでに候補者の氏名等が書かれていないかどう

かを点検してください。 

  《選挙人が自ら「投票用紙等」を請求した場合については、「投票用紙等」

の他に不在者投票証明書が封入された封筒を提示させますが、それがすでに

開封されていないかどうかも併せて点検してください。開封された形跡があ

るときは、投票を拒否しなければなりません。》 

 

ウ 投  票 

不在者投票管理者が管理する投票記載場所において、 

 ① 選挙人自ら投票用紙に「候補者１人の氏名等」を記載させ、 

 ② これを不在者投票用内封筒に入れて封をさせ、 

 ③ さらにこの内封筒を不在者投票用外封筒に入れて封をさせ、 

 ④ 外封筒の表面に必ず署名させて提出させてください。 

点字投票があったときは、不在者投票用外封筒の表面の署名は、内封筒を

外封筒に入れる前に外封筒に点字で打たせてください。 

なお、不在者投票用外封筒の表面の署名は、次の代理投票の場合を除くほ

か、選挙人に必ず自書させてください。不在者投票管理者があらかじめゴム

印で選挙人名を押したりしないようにしてください。また、署名の下に押印

したり、不在者投票用封筒を印をもって封かんする必要はありません。 

 

エ 代理投票 

選挙人が心身の故障その他の事情により「候補者１人の氏名等」を自書で

きないときは、不在者投票管理者に申請して代理投票をさせることができま

す。 

この場合、口頭による申請でも結構です。代理投票をさせるときは、不在

者投票管理者は、次の手順により行わせることになります。 
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    ① 立会人の意見を聴いて、不在者投票管理者が管理する投票記載場所にお

いて投票に係る事務に従事する者のうちから補助者２人（※）を定めてく

ださい。なお、不在者投票管理者及び立会人は、補助者を兼ねることはで

きません。 

    ② 定めた２人の補助者のうち、１人を立ち会わせた上で、他の補助者１人

に投票記載場所で、選挙人の指示する「候補者１人の氏名等」を記載させ

てください。 

    ③ 補助者に、記載した「候補者１人の氏名等」を選挙人に示させたうえ、

これを不在者投票用内封筒に入れて封をさせ、さらにこの内封筒を不在者

投票用外封筒に入れて封をさせてください。 

    ④ 補助者に、不在者投票用外封筒の表面に選挙人の氏名を記載させ、直ち

に提出させてください（補助者の氏名は書かないでください。）。 

なお、選挙人に代理投票の理由がないと認めたときは、立会人の意見を

聴いた上で、拒否することになります。 

 

※ 平成２５年の公職選挙法等の改正により、代理投票の補助者の要件が、不在者

投票管理者が管理する投票記載場所において投票に係る事務に従事する者のう

ちから２人を定めることとされました。 

選挙人の家族や付添人等は、代理投票の補助者となることはできないため、投

票記載場所において選挙人本人の意思確認等を行う投票手続には関与すること

はできません。 

したがって、補助者は、投票記載場所における投票手続に入る前に、必要に応

じて、選挙人の家族や付添人等との間で、選挙人本人の意思確認の方法について

事前打合せを行うなど、適切に御対応ください。 

また、代理投票が認められる選挙人の態様は様々であることから、投票記載場

所における投票手続に入った後、選挙人本人の意思確認に当たっては、個々の選

挙人の状況に応じてきめ細かく対応いただくことが重要になってまいりますの

で、その意思確認に十分努めてくださいますようお願いします。 

 

（２） 不在者投票の送致 

不在者投票管理者は、選挙人から投票用紙の入った不在者投票用外封筒を

受け取った場合には、不在者投票用外封筒の裏面に、 

① 投票した年月日及び場所を記載し、 

② 不在者投票管理者の職名及び氏名を記載したうえ、 
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③ 投票に立ち会った立会人に署名させてください（記載例１４ページ）。 

  なお、投票に立ち会った立会人の署名に代えて、ゴム印を使用している

事例がみられますが、立会人の氏名は必ず署名させてください。 

④ 不在者投票管理者はこの不在者投票用外封筒を《選挙人が自ら請求した

場合には、不在者投票証明書とともに》他の適当な封筒に入れて封をし、

その表面に「投票在中」の表示を朱書きで明記し、その裏面に不在者投票

管理者名を記名して印を押します。 

⑤ 直ちに選挙人の名簿登録地の「区選管委員長」に送致（直接持参するか、

又は郵便等により送付）してください（「郵便等」の詳細は、２ページの

※印を参照してください。）。不在者投票は不在者投票管理者から区選管

委員長を経て、指定投票区の投票管理者に送致されますが、選挙期日（投

票日）の投票所を閉じる時刻（午後８時）までに送致されないときは、

その不在者投票は事実上投票しなかったものとして扱われますので、時

間的な余裕を持って御対応ください。 

 

【自書が必要な用紙類等】 

用紙類等 自書を要する部分 自書をする人 

依頼書 

（第１号様式・Ｐ２４参照） 
「選挙人住所」欄、「選挙人氏名」欄

及び「生年月日」欄 
選挙人（代理人が記載する場

合を除く） 

《請求書（兼宣誓書）》 
（第３号様式・Ｐ２７参照） 

《事務処理欄を除く、記載が必要な部

分》 
《選挙人（選挙人が自ら「区選

管委員長」に「投票用紙等」を

請求する場合のみ必要）》 

投票用紙 「候補者氏名」欄等 選挙人（代理投票を除く） 

不在者投票用外封筒 
封筒の表面の「投票者氏名」欄 選挙人（代理投票を除く） 

封筒の裏面の「立会人（署名）」欄 立会人 

 

 （３） 未使用の「投票用紙等」の返還について 

     選挙人が退院その他により投票しなかったときは、直ちに「投票用紙等」

を選挙人の名簿登録地の「区選管委員長」に返還してください。また、不在

者投票が出来る期間が終了したために投票用紙等を使用しなかったときも、

破棄せずに必ず選挙人の名簿登録地の「区選管委員長」に返還してください。

なお、返還の際には、投票しなかった選挙人の氏名等もお知らせください。 
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     投票用紙及び投票用封筒を選挙人の名簿登録地の「区選管委員長」に返還

すると、当該選挙人は投票日当日に投票所まで行けば投票することができま

す。返還されないと投票所へ行っても投票することができません。 

 

〔不在者投票用外封筒の記載例〕 

           （表面）             （裏面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和 3年執行 

川 崎 市 長 選 挙  
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川

崎
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川

崎
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ン

キ

ョ
病

院

事

務

室 

院
長 

神
奈
川
三
郎

3 

● 

● 
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１０－１－１－１－１ 

センキョ タロウ 男 

川 崎 区 第 １ 投 票 区 

川崎市長選挙 

令
和 
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７ 外部立会人の選定手続について（川崎市内に所在する「指定病院等」用） 

平成２５年の公職選挙法等の改正により、不在者投票管理者は不在者投票の公正

な実施の確保に努めなければならないとされたことについては既述（１０ページ参

照）のとおりですが、今回執行の市長選挙及び市議会議員幸区補欠選挙において、

川崎市内に所在する「指定病院等」における外部立会人の選定手続は次のとおりです。 
 

（１） 外部立会人の選定を依頼する場合は、「指定病院等」が所在する区の選挙

管理委員会宛てに、電話にて御連絡ください。連絡を受けた区の選挙管理委

員会から外部立会人選定依頼書（３３ページ参照）を送付いたしますので、

必要事項を記入し送付してください。 

なお、依頼の連絡をされる際、あらかじめ外部立会人が立ち会う不在者投

票の実施日時の候補を決めておいてくださいますようお願いします。 

   ※ 外部立会人には、選挙が自由かつ公正に行われるように不在者投票の手続

きに立ち会っていただきますが、不在者投票に関する手続きの全てについて

最終的な決定権を持つのは不在者投票管理者であることに御留意ください。 

 

 

 

 

（２） 区の選挙管理委員会は、「指定病院等」からの外部立会人選定依頼を受け、

外部立会人となるべき者を選定した後、当該「指定病院等」宛てに以下の書

類を送付します。 

① 外部立会人選定通知（３４ページ参照） 

② 立会人選任書の様式（３５ページ参照） 

③ 立会人承諾書の様式（３６ページ参照） 

④ 経費請求書（第４号様式、２８ページ参照） 
 

（３） 「指定病院等」においては、不在者投票の当日、立会い業務を開始する前

に、外部立会人となるべき者に対して、立会人選任書及び立会人承諾書を渡

し、外部立会人となるべき者が必要事項を記入した立会人承諾書を受領して

ください。 
 

（４） 立会い終了後、外部立会人に対して、謝金及び旅費（以下「謝金等」とい

います。）を支払った場合、外部立会人から謝金等の領収書を受領してくだ

さい。今回執行の市長選挙及び市議会議員幸区補欠選挙において、外部立会

人に支払った謝金等の経費については、「指定病院等」の所在地にかかわら

ず、川崎市選挙管理委員会から支給されます（支給額や経費の請求方法につ

（注意）不在者投票の実施日直前など急な選定依頼の場合、外部立会人の選定が

できない可能性がありますので、選定依頼をする場合は、選定手続に必要

な期間を考慮して御連絡くださいますようお願いします。 
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いては、次項を参照してください。）。 

   ※ なお、市長選挙及び市議会議員幸区補欠選挙と同時に衆議院議員総選挙及

び最高裁判所裁判官国民審査も行った場合は神奈川県選挙管理委員会から

支給されます。 

 

８ 経費の請求 

  今回執行の市長選挙及び市議会議員幸区補欠選挙においては、「指定病院等」に

対して、次の経費が支給されます。いずれの経費についても請求先は川崎市選挙管

理委員会です。 
 

（１） 不在者投票経費（不在者投票をした選挙人１人につき１，０５０円）の請求手続 

「指定病院等」において不在者投票をした選挙人１人につき１，０５０円が、

不在者投票経費として川崎市選挙管理委員会から支給されます。 
 

〔請求手続〕 

「指定病院等」の長（＝不在者投票管理者）は、所定の手続が終了した後で、

不在者投票経費（不在者投票をした選挙人１人につき１，０５０円）の経費請

求書（第４号様式、２８ページ参照）に、 

① 不在者投票者氏名等一覧（第５号様式、２９ページ参照） 

  （「指定病院等」で不在者投票事務処理票（Ｂカード）（第２号様式の２、

２６ページ参照）の住所・氏名欄をコピーしたものでも可） 

② 「区選管委員長」名入りの投票用紙及び不在者投票用封筒送付書（３１

～３２ページ参照）の写し 

のいずれか（併用されても結構です。）を添えて、選挙期日（投票日）後 

３０日まで（４ページの６参照）に必着するように「〒２１０－８５７７川崎

市川崎区宮本町１番地、川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課管理係」宛

てに提出してください。 

なお、②を添付した場合は、不在者投票を行わなかった選挙人の氏名の記載

がある場合には２本線で抹消してください。 

 

 （２） 外部立会人に関する経費（謝金等を支払った場合）の請求手続 

     不在者投票に外部立会人を立ち会わせ、その経費（当該外部立会人への謝

金及び旅費）を支払った場合、実際に支払った額又は１０，９００円（旅費

を含む）のうち少ない金額を上限として、市長選挙及び市議会議員幸区補欠

選挙のみ行った場合は川崎市選挙管理委員会から、衆議院議員総選挙及び最

高裁判所裁判官国民審査も同時に行った場合は神奈川県選挙管理委員会から支給されます。  
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    ただし、上記金額（１０，９００円）は８.５時間分であり、これに満た

ない場合は、次ページの「報酬額早見表」のとおり従事時間に応じた報酬金

額とします。 

    なお、「指定病院等」が独自に立会人を選定した場合又は市区町村等の職

員を選定した場合は、川崎市選挙管理委員会からの経費支給の対象とはなり

ません。 

 

【報酬額早見表】 

１回当たりの従事時間 報酬額 

１時間（１時間以内） １，２８２円 

２時間（１時間を超え、２時間以内の場合） ２，５６５円 

３時間（２時間を超え、３時間以内の場合） ３，８４７円 

４時間（３時間を超え、４時間以内の場合） ５，１２９円 

５時間（４時間を超え、５時間以内の場合） ６，４１２円 

６時間（５時間を超え、６時間以内の場合） ７，６９４円 

７時間（６時間を超え、７時間以内の場合） ８，９７６円 

１日相当（７時間を超える場合） １０，９００円 

 ※ １回当たりの従事時間が７時間以下の場合で、１時間未満の端数がある場合は、

その端数は切り上げる。 
 

〔請求手続〕 

区の選挙管理委員会から送付された経費請求書（第４号様式、２８ページ参

照）に、 

① 区の選挙管理委員会から送付された外部立会人選定通知（３４ページ参

照）の写し 

② 外部立会人から受領した謝金等の領収書の写し 

の両方を添えて、選挙期日（投票日）後３０日まで（４ページの６参照）に

必着するように「〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地、川崎市選挙

管理委員会事務局選挙部選挙課管理係」宛てに提出してください。 

 

 

 

 

 

〔問い合わせ先〕 

 ○ 川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課 

  〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

 （１）不在者投票手続関係  電話０４４－２００－３４２５（選挙係） 

 （２）経費請求関係     電話０４４－２００－３４２２（管理係） 

               ＦＡＸ０４４－２００－３９５１ 
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９ 特殊な投票や手続 

  不在者投票の事務処理については、今まで述べてきたことのほかに次のような特

殊な投票の手続があります。これらのことの詳細や不明な点については、市又は区

の選挙管理委員会にお尋ねください。 
 

 （１） 選挙人が選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員の場合の手続 

選挙人が選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員である場合は、「投票

用紙等」の請求をする際、船員の選挙人名簿登録証明書を併せて提示しなけ

ればなりません。 

 

 （２） 郵便等による不在者投票制度 

     一定の条件にあてはまる方は、郵便等による不在者投票が認められていま

す。これは、選挙人本人が自ら郵便等により「投票用紙等」の交付を「区選

管委員長」に請求し、現在する場所で投票を記載した後、選挙人が「区選管

委員長」に対して郵便等により送付する制度です。 
 

ア 身体に重度の障害等を有する選挙人の場合 

身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法に規定

する戦傷病者手帳又は介護保険法に規定する被保険者証の交付を受けてい

る方のうち、障害の程度が一定の程度に該当し、あらかじめ区の選挙管理委

員会から、郵便等投票証明書の交付を受けている人のみです。 

※ 自ら記載することができない一定の選挙人については、あらかじめ「区選

管委員長」に届け出た者をして記載させることができます。 

 

   イ 新型コロナウイルス感染症に係る外出自粛要請により療養中の選挙人の場合 

     令和３年６月より、新型コロナウイルス感染症の患者であること又は感染

したおそれがあることにより外出自粛要請を受け、自宅等で療養中の選挙人

についても、当分の間本制度の対象となることとなりました（特例郵便等投

票制度）。 

     なお、濃厚接触者は本制度の対象外となります。 

     また、新型コロナウイルス感染症の感染の有無にかかわらず、「投票用紙

等」の交付を区の選挙管理委員会に請求する時点で病院に入院中の方は、「ア 

身体に重度の障害等を有する選挙人の場合」を除き、郵便等による不在者投

票制度の対象外となりますので、本要領に基づき「指定病院等」における不
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在者投票を行ってください。ただし、投票用紙等を請求後に入院した場合は、

特例郵便等投票による不在者投票も可能です。 

     詳細や不明な点については、市又は区の選挙管理委員会にお尋ねください。 

 

いずれの場合も「指定病院等」で投票を記載することもありますが、「指

定病院等」の長が不在者投票管理者となって行う不在者投票ではありません

ので、御注意願います。 

なお、郵便等による不在者投票を行うことができる人が、郵便等によらず、

一般の「指定病院等」での不在者投票を行う場合は「指定病院等」の長が当

然に不在者投票管理者となります。 

 

 （３） 代理投票の仮投票（この場合は、区の選挙管理委員会にお問い合わせください。）  

     代理投票の場合に、代理投票の理由がないと不在者投票管理者が認めたと

きは、立会人の意見を聴いて拒否することができますが、代理投票を拒否さ

れた選挙人が拒否の決定に不服があるとき又は代理投票をさせることにつ

いて立会人に異議があるときは、代理投票の仮投票をさせることができます。 

     代理投票の仮投票をさせる場合は、代理投票の補助者２人のうち、投票用

紙に「候補者の氏名等」を代理記載した補助者に、その補助者の氏名を不在

者投票用外封筒の表面左下段に「代理記載人何某」と記載させて提出させる

ことになります。 

 

１０ 新型コロナウイルス感染症に係る対応 

 （１） 不在者投票の際の新型コロナウイルス感染症対策について 

     不在者投票を行う際は、次の留意事項を参考に、各施設の実情にあわせ「指

定病院等」の不在者投票管理者の判断により対策を実施してください。「指

定病院等」における基本的な新型コロナウイルス感染症対策については、各

施設のガイドライン等に準じて実施してください。 

   ・ 不在者投票管理者、投票立会人及びその他の投票事務従事者が新型コロナ

ウイルス感染症の感染が疑われる等により欠員が出たとしても、選挙事務を

中止することはできませんので、事務を遂行することができるよう、あらか

じめ代替職員等を確保しておくようにしてください。 

   ・ 投票事務に当たっては、マスクを着用のうえ、定期的に手指消毒を実施し、

選挙人と接触を伴う対応をする事務従事者は手袋（ビニール、ゴム等）を着
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用するなど、接触機会を低減させるよう努めてください。 

   ・ 投票記載場所の出入口にアルコール消毒液等を設置するなど、選挙人に対

して投票前に手指消毒を促してください。 

   ・ 投票記載台等は定期的にアルコール消毒液等で拭き取り消毒を行ってくだ

さい。 

   ・ 選挙人が使用する鉛筆等の筆記用具は、消毒したものや使い捨てのものを

投票用紙交付の際に渡すなど、投票記載台に備え付けて使い回すことがない

ようにしてください。なお、従前どおり選挙人が持参した筆記用具の使用は

可能です。 

   ・ 人と人との間隔を確保する、３０分に１回以上換気を行う等により、いわ

ゆる「３つの密」（密閉・密集・密接）を避けるようにしてください。 

 

 （２） 感染者への対応 

     入院・入所している選挙人のうち、新型コロナウイルス感染症の感染者が

「指定病院等」において不在者投票の実施を希望する場合、公職選挙法上は

通常の選挙人と同様に扱われるため、投票することができます。感染症拡大

防止などの理由があったとしても、投票を拒否することはできません。 

 

   ア 感染者が不在者投票を行うときは、手指消毒のうえマスクや手袋を着用さ

せ、直接投票用紙等に触れることのないようにしてください。 

   イ 感染者の投票と他の選挙人の投票は、空間的又は時間的に分けて行ってく

ださい。 

    例 ・他の選挙人が投票した後に感染者を投票させる。 

      ・感染者は自分の部屋で投票させる（ベッドでの投票については、９ペ

ージ参照）。 

   ウ 感染者の不在者投票終了後、事務従事者は速やかに手指消毒を行ってくだ

さい。 

   エ 投票が終了した不在者投票（封筒）は、郵送等の封筒の表面に、感染者の

ものが入っていることがわかるように表示をするなどして、区の選挙管理委

員会に送付してください。 

 

    また、代理投票の実施についても検討してください。 

    新型コロナウイルス感染症に係る隔離措置等により、入院者が候補者の氏名

が自書できない選挙人と認められる場合には、代理投票を行うことも考えられ
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ます（代理投票については、１１ページ参照）。 

    ただし、代理投票はあくまで秘密投票の例外として、第三者に対して投票意

思を表示する方法によらなければ選挙権を行使できない者のために認められ

た制度であることから、実施にあたっては本人の意向を十分に確認するように

し、かつ投票の秘密が守られるように慎重に行ってください。 

 

 （３） 特例郵便等投票制度について 

     加えて、令和３年６月より、新型コロナウイルス感染症により外出自粛要

請を受け、自宅等で療養中の選挙人についても、当分の間郵便等を用いた不

在者投票制度の対象となることとなりました（特例郵便等投票制度：１８ペ

ージ参照）。 

     なお、「投票用紙等」の請求にあたっては、療養者本人による請求が必要

となり、「指定病院等」が代理で請求することができませんので、ご留意く

ださい。 
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１１ 使用する様式等 

事務内容 使用する様式 記入者、送付先 参照ページ 

選挙人に「投票用紙等」の代理

請求を依頼された場合 

依頼書 

（第１号様式） 

選挙人が記載して不在者投票管理者に提

出。不在者投票管理者が保管。 

２４ページ 

不在者投票管理者が「投票用紙

等」を「区選管委員長」に代理

請求する場合 

投票用紙等交付請求書 

（第２号様式） 

不在者投票管理者が記載。下記の不在者投

票事務処理票（Ｂカード）を添付して、選

挙人名簿登録地の「区選管委員長」に送付。 

２５ページ 

不在者投票事務処理票（Ｂカ

ード）（第２号様式の２） 

不在者投票管理者が記載。上記の投票用紙

等交付請求書に添付。 

２６ページ 

選挙人が自ら「投票用紙等」を

「区選管委員長」に請求したい

と申し出た場合 

請求書（兼宣誓書） 

（第３号様式） 

選挙人が記載して、選挙人の名簿登録地の

「区選管委員長」に送付。 

２７ページ 

不在者投票終了後、不在者投票

事務経費を請求する場合 

経費請求書 

（第４号様式） 

不在者投票管理者が記載。下記の不在者投

票者氏名等一覧を添えて、選挙期日（投票

日）後３０日まで（４ページの６参照）に

必着するよう送付。 

（川崎市選管事務局選挙部選挙課管理係宛て）  

２８ページ 

不在者投票者氏名等一覧 

（第５号様式）（注１） 

不在者投票管理者が記載。上記の経費請求

書に添付。 

２９ページ 

外部立会人の選定を依頼する

場合 

外部立会人選定依頼書 不在者投票管理者が記載して、指定病院等

の所在する区の選挙管理委員会に送付。 

３３ページ 

外部立会人の選任及び承諾 

（不在者投票立会い当日） 

立会人選任書 

立会人承諾書 

立会い業務開始前に、外部立会人となるべ

き者に立会人選任書及び立会人承諾書を

渡し、外部立会人となるべき者から必要事

項を記入した立会人承諾書を受領。 

３５ページ 

３６ページ 

外部立会人に謝金等を支払っ

た場合の経費を請求する場合 

経費請求書 

（第４号様式） 

不在者投票管理者が記載。下記の外部立会

人選任通知又は領収書の写しを添えて、選

挙期日（投票日）後３０日まで（４ページ

の６参照）に必着するよう送付。 

（川崎市選管事務局選挙部選挙課管理係宛て）  

２８ページ 

外部立会人選定通知 

（注２） 

外部立会人の選定を依頼した指定病院等

の所在する区の選挙管理委員会から送付。 

３４ページ 

領収書 

（注２） 

立会い終了後、外部立会人に謝金等を支払

う際に受領。 

 

 

※ 網掛け部分については、外部立会人に関する事務手続となります。 
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注１ 不在者投票者氏名等一覧（第５号様式）にかえて、「区選管委員長名」入りの

投票用紙及び不在者投票用封筒送付書（３１～３２ページ参照）の写し（「指定

病院等」で不在者投票事務処理票（Ｂカード）（第２号様式の２、２６ページ参

照）の住所・氏名欄をコピーしたものでも可）でも結構です（併用されても結構

です）。 
 
注２ 外部立会人選定通知及び領収書両方の写しを添えてください。 
 
注３ 諸用紙が不足した場合の請求先は、市又は区の選挙管理委員会です。請求書（兼

宣誓書）（第３号様式）については、「指定病院等」には送付されませんので、当

該様式のページをコピーして利用してください。 

   また、川崎市選挙管理委員会のホームページからも、用紙をダウンロードする

ことができますので、ご利用ください。 

 

  （ホームページアドレス https://senkyo-kawasaki2021.jp/ ） 
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〔第１号様式〕（白色の用紙、本文７ページ） 

依  頼  書 

私は、令和３年１０月３１日執行の川崎市長選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、

衆議院比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査（幸区の選挙人につい

ては川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙を含む。）の投票を（当病院、当老人ホーム、

当施設）で行いたいので投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求してくださる

よう依頼します。 

令和３年  月  日 

  （指定病院等の不在者投票管理者） 

                  様 

 

  

 

選 挙 人 住 所 

 

 

川崎市    区 

 

フ リ ガ ナ 

選 挙 人 氏 名 

 

 （※代理人氏名                 ） 

生 年 月 日 

明治 

大正     年    月    日 

昭和 

平成 

 
 

 

 
病棟等 

 

階 
 

※ 代理人氏名の欄は、代理人がこの用紙に記載した場合に､その方の名前を 

記入してください。 

 

選挙人記入 
→指定病院等保管 
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〔第２号様式〕（白色の用紙、本文７ページ） 
 

 投 票 用 紙 等 交 付 請 求 書  

別記の選挙人      人は、令和３年１０月３１日執行の川崎市長選挙、衆

議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査（幸区の選挙人については川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙を含む。）の

当日、（当病院に入院加療中、当老人ホームに入所中、当施設に入所中）のため（当

病院、当老人ホーム、当施設）において投票する見込みであり、公職選挙法施行令

第５０条第４項（第５１条第２項において準用する第５０条第４項）の規定による

依頼があったので、別記の選挙人に代わって投票用紙（船員の不在者投票用紙）及

び不在者投票用封筒の交付を請求します。 

令和３年  月  日 
 

（宛先） 川崎市    区選挙管理委員会委員長 

 

施設の所在地 

（〒    －     ） 

 

 

 

（電話番号    －    －     ） 

施 設 の 名 称 
 

不 在 者 投 票 

管理者の職・氏名 

（病院長、老人ホームの長若しくは施設の長又はこれらの代理人の氏名を記入してください）

職 

名 

 氏 

名 

 

事務担当者氏名  

◎ 注 意 

１ 

 

２ 

 

 

 選挙人の氏名等は、不在者投票事務処理票（Ｂカード）に記載し、名簿登録地が同一の

区選挙管理委員会ごとにとりまとめてこの請求をしてください。 

 不在者投票事務処理票（Ｂカード）の「施設の名称」欄には、当該選挙人が投票する場

所として、当該病院、老人ホーム等の名称を記入してください。また、選挙人が視覚障害

者であるため点字投票をする場合には、「点字」と併せて記入してください。 
 

指定病院等→名簿登録地の区選管委員長 
（Ｂカード人数分添付） 
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〔第２号様式の２〕（クリーム色のカード、本文７ページ）

 ※すでに川崎市から送付したこの様式は使用せず、
 　神奈川県が送付する様式を使用してください。



※川崎市外に転出した選挙人は、川崎市長選挙

（幸区の選挙人については川崎市議会議員

幸区選挙区補欠選挙を含む。）の投票をする

ことはできません。 

請求書（兼宣誓書）  
（不在者投票用） 

私は、令和 3 年 10 月 31 日執行の川崎市長選挙・衆議院小選挙区選出議員選挙・衆議院比例代

表選出議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査（幸区の選挙人については川崎市議会議員幸区選挙

区補欠選挙を含む。）の当日、次の不在者投票理由に該当する見込みです。 

なお、併せて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。 

〔  不在者投票理由（該当する理由の□にレを記入してください。）  〕  
□  仕事、学業、その他（       ）に従事  
□  用事、レジャー等のため、他の市区町村又は投票区域外に外出、旅行、滞在  
□  病気、負傷、出産、身体障害等のため歩行が困難  
□  住所移転のため、他の市区町村に居住  
□  天災又は悪天候により投票所に到達することが困難  

上記は、真実であることを誓います。 

令和 ３ 年 １０ 月   日 

（宛先）川崎市    区選挙管理委員会委員長 

フ リ ガ ナ  

選 挙 人 氏 名  

生 年 月 日 
□ 明治 □ 大正 

□ 昭和 □ 平成 
 年    月    日 

選挙人名簿に記載され

て い る 住 所 

川崎市   区 

 

現 住 所 
（〒   －    ） 

投 票 用 紙 の 送 付 先 

（上記の現住所と同じ場所については、記載不要です。） 

（〒   －    ） 

 

日中連絡のとれる電話番号 
 

不 在 者 投 票 に 

出 向 く 予 定 の 

市 区 町 村 

（市・区・町・村名（施設で投票する場合は施設名）を記入してください） 

 

※この様式は、宛先に記載された選挙管理委員会に直接持参するか郵便等で送付してください。 
 なお、電子メールやＦＡＸでの請求はできません。 

 
 

【不在者投票期間等の御案内】 

 川 崎 市 長 選 挙 
衆議院議員総選挙 

最高裁判所裁判官国民審査 

川崎市議会議員 

幸区選挙区補欠選挙 

幸 区 の 選 挙 人 の 方 10 月 18 日(月)～ 

10 月 30 日(土) 

※投票用紙発送日 

令和3年10月16日(土)以降(注) 

10 月 20 日(水)～ 

10 月 30 日(土) 

※投票用紙発送日 

令和 3年 10 月 18 日(月)以降(注) 

10 月 23 日(土)～ 

10 月 30 日(土) 

※投票用紙発送日 

令和3年10月21日(木)以降(注) 

幸区以外の選挙人の方  

(注 )幸区の選挙人の方から全ての選挙の投票用紙等の交付請求を受けた場合、 10 月 21 日 (木 )以降に発送します。  

(注 )幸区以外の選挙人の方から全ての選挙の投票用紙等の交付請求を受けた場合、10 月 18 日 (月 )以降に発送します。  

―事務処理欄― ※こちらには記入しないでください。 

投票区  名簿の表示  

不在者投票事務処理票（Ｂカード）への記載  

〔第３号様式〕（白色の用紙、本文８ページ） 
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〔第４号様式〕　（水色の用紙、本文１６ページ）

請　求　者

所　属

氏　名

 次の口座への振込をお願いします。

請 求 金 額 振 込 先

1．普通 3．その他

2．当座

２ 外部立会人経費

銀行・信用金庫

①　区の選挙管理委員会が発行した外部立会人選定通知の写し

②　立会人から受領した領収書の写し

・【添付書類】

　令和３年執行の川崎市長選挙（幸区の選挙人については川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙を含む。）における
不在者投票に関する経費を次のとおり請求します。

※　②を添付する際、不在者投票を行わなかった選挙人については、氏名を２本線で抹消してください。

外部立会人氏名

投　票　総　数※

立　会　場　所

店番号

　令　和　　　年　　　月　　　日

施設名称
（正式名称）

口座名義人

振込先金融機関名

信用組合・農協

（選挙人 人分）

計　　　　　　　円（ア）

①　不在者投票者氏名等一覧

②　投票用紙及び不在者投票用封筒送付書（「区選管委員長」の公印入り）の写し

（内訳）

※　経費の請求ができるのは、区選挙管理委員会が選定した者を立ち会わせた場合に限ります。

１ 不在者投票事務経費（投票した選挙人１人につき１，０５０円）

立会時間

フリガナ

〔 注 意 事 項 〕

１　この請求書は、川崎市選挙管理委員会（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）宛て送付してください。

整 理 番 号

種目

※外部立会人が立ち会った際に
投票した人数を記入ください。

担当者

※印は施設の長（院長）の職印又は私印。（施設名印は不可）

２　この用紙はコピーして使用できます。

＊口座名義は、通帳の記載のとおり正確に記入してください。
　なお、請求者と口座名義人が異なる場合は、次の欄にも記入してください。

（午前・午後）　　時　　分　～　（午前・午後）　　時　　分

立 会 日

上記名義人の口座へ振込願います。

請求者氏名

※通帳の記載のとおり正確に記入してください。

計　　　　　　　円（イ）

※黒枠の中はすべて記入してください。

所 在 地
（〒　　　－　　　　）

施設の長
（院長）の

職名

※必ず記入してください。

（請求先）
川　崎　市　長

電話番号

施設の長
（院長）の

氏名

本・支店名

口　座　番　号
（７桁未満の場合は右詰で記入し、空欄を

「０(ゼロ)」で埋 め て く だ さ い 。 ）

・【添付書類】次の①と②のうちいずれかの書類を添付してください。

川 崎 市 用

※実際に投票した人数を記載してください。２つの投票をした場合でも１人と計算します。

令和　　年　　月　　日

一金　　　　　　　　　　円也（＝ア＋イ）

　　　　　　－

　　　　　内線

指定病院等
→川崎市選挙管理委員会

経　費　請　求　書

（　　　　　）

㊞

㊞
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〔第５号様式〕（水色、本文１６ページ） 
 

 不 在 者 投 票 者 氏 名 等 一 覧  

番号  
選挙人名簿に記載 

されている住所 
  

フ リ ガ ナ 

選挙人氏名 
 番号  

選挙人名簿に記載 

されている住所 
  

フ リ ガ ナ 

選挙人氏名 
 

１   21   

２   22   

３   23   

４   24   

５   25   

６   26   

７   27   

８   28   

９   29   

10   30   

11   31   

12   32   

13   33   

14   34   

15   35   

16   36   

17   37   

18   38   

19   39   

20   40   

※ 経費請求書に添付してください。 
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〔不在者投票証明書〕（白色の用紙、本文８ページ）

〔不在者投票証明書用封筒〕（オレンジ色の封筒、本文８ページ）

令和3年  月  日執行

川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙

令和



投票用紙及び不在者投票用封筒送付書

執行

01．川崎市長選挙
02．川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙

（郵便番号）
（住所）

（不在者投票指定施設）　御中

川崎市○○区選挙管理委員会
委員長　　○○　○○

01．川崎市長選挙

02．川崎市議会議員幸区選挙区補欠選挙

〔投票用紙及び不在者投票用封筒送付書（その１）〕（白色の用紙、本文１６ページ）

令和3年  月  日
執行選挙

令 和 ３ 年 月 日
３ ○ 区 選 第 ○ ○ 号

月　日 人

請　求 交　付 拒　否

請　求 交　付 拒　否

月　日 人 月　日 人

月　日 人 月　日 人 月　日 人

- 31 -



交付先　（不在者投票指定施設）

（お願い） 投票済みの投票用及び不在者投票用封筒は○○区選挙管理委員会宛てに御返信

ください。

請求をした選挙人が退院その他の理由により投票しなかったときは、速やかに

投票用紙及び不在者投票用封筒を返還してください。

番号

2 ○○　○○ 市長　市補

令和３年 月 日

３ ○ 区 選 第 ○ ○ 号

番号 選挙人名 選挙名

〔投票用紙及び不在者投票用封筒送付書（その２）〕（白色の用紙、本文１６ページ）

選挙人名 選挙名

1 ○○　○○ 市長　市補
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〔外部立会人選定依頼書〕（白色の用紙、本文１５ページ） 

 

令和３年  月  日  

 

 

川崎市    区選挙管理委員会事務室 宛て 

 

 

（ 指 定 施 設 名 ）           

（指定施設の長）           

 

   

外部立会人の選定について（依頼） 

 

 

 当方においては、下記のとおり、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４９条第１項の規定に基づき、不在者投票を実施する予定ですので、ついて

は、同条第１０項の規定に基づく外部立会人の選定をお願いいたします。 

 

 

日 時 ： 

 

 

場 所 ： 

 

 

投票予定人数 ： 

 

 

施  設  名 ： 

 

 

【問い合わせ】           

（指定病院等名）          

 

（担 当 者 名）          

 

電 話： ０４４ －   －     

ＦＡＸ： ０４４ －   －     

※ 当該様式は、外部立会人の選定を依頼した場合、区の選挙管理委員会から送付されます。 
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〔外部立会人選定通知〕（白色の用紙、本文１５ページ） 

 

令和３年●月●●日  

 

（指定施設名） 

（指定施設の長） 様 

 

 

川崎市●●区選挙管理委員会事務室  

 

 

外部立会人の選定について（通知） 

 

 

 貴施設から依頼のありました外部立会人の選定について、次のとおり、外部

立会人を選定しましたので通知します。 

  

 

 

１ 立会人氏名  ● ●  ● ● 

（フリガナ） ●●●● ●●●● 

 

２ 立 会 日 時 令和３年●月●日（●） 午前・午後●●時●●分 

 

 

 

※ 当該立会人に対しては、別紙のとおり、貴施設の不在者投票における外部

立会人となる旨をお知らせしています。なお、当日は、当該立会人に対し、

別添の立会人選任書及び立会人承諾書を渡し、当該立会人の記入した立会人

承諾書を受領してください。 

 

 

 

 

 

（問い合わせ）           

川崎市●●区選挙管理委員会事務室 

電 話：０４４－●●●－●●●● 

ＦＡＸ：０４４－●●●－●●●● 

※ 当該様式は、外部立会人の選定を依頼した場合、区の選挙管理委員会から送付されます。 
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〔立会人選任書〕（白色の用紙、本文１５ページ） 

 

令和３年●月●●日  

 

 

立 会 人 選 任 書 
 

 

● ●  ● ● 様 

 

 

（ 指 定 施 設 名 ）           

（指定施設の長の氏名）           

 

 あなたを、次のとおり、令和３年●月●日執行の川崎市長選挙及び川崎市議

会議員幸区選挙区補欠選挙について、当院（当施設）における不在者投票の立

会人に選任します。 

  

 

 立会日時 令和３年●月●日（●）午前・午後●●時●●分～●●時●●分 

 

 

 不在者投票の実施場所 （ ●●階●●会議室 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ）           

（指定施設名）         

（担 当 者 名）         

電 話：０４４－●●●－●●●● 

ＦＡＸ：０４４－●●●－●●●● 

※ 当該様式は、外部立会人の選定を依頼した場合、区の選挙管理委員会から送付されます。 
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〔立会人承諾書〕（白色の用紙、本文１５ページ） 

 

令和３年●月●●日  

 

 

立 会 人 承 諾 書 
 

 

（指定施設の長） 様 

 

 

（住      所）             

 

 

（ 電 話 番 号 ）             

（氏名（自署））             

 

 次のとおり、令和３年●月●日執行川崎市長選挙及び川崎市議会議員幸区選

挙区補欠選挙について、貴院（貴施設）における不在者投票の立会人となるべ

きことを承諾します。 

 

 

 立会日時 令和３年●月●日（●）午前・午後●●時●●分～●●時●●分 

 

 

 不在者投票の実施場所 （ ●●階●●会議室 ） 

 

 

 

 

 

※ 当該様式は、外部立会人の選定を依頼した場合、区の選挙管理委員会から送付されます。 
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川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

(請求用） (請求用）

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

(請求用） (請求用）

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

(請求用） (請求用）

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

(請求用） (請求用）

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

(請求用） (請求用）

　不在者投票管理者は、入院（入所）者に投票の意思を確認した上で、必要な数の「投票用紙等」

を区の選挙管理委員会に請求します。

　なお、請求は当該選挙人が選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会ごとに行っていただ

くため、以下の宛名ラベルに下記使用例を参考にして、必要な所在地、区の選挙管理委員会名を記

載の上、送付してください。

〒２１３－８５７０ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 高津区下作延２－８－１ （所在地） 川崎市

高津

投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中 投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 （所在地） 川崎市

投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中 投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 （所在地） 川崎市

（所在地） 川崎市

投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中 投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中

投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中 投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 （所在地） 川崎市

〔投票用紙等請求用ラベル（請求先：区の選挙管理委員会）〕（白色、本文５ページの②）

投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中 投票用紙等交付請求書・Ｂカード　在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市

使用例使用例
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注意：

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

［送付用］ ［送付用］

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

［送付用］ ［送付用］

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

［送付用］ ［送付用］

川崎市 区選挙管理委員会　行 川崎市 区選挙管理委員会　行

［送付用］ ［送付用］

「投票用紙等」の送付（返送）は、選挙期日前に確実に区の選挙管理委員会に届くよう、
郵送日程を考慮しながら、余裕をもってお送りください。

〒２１３－８５７０ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 高津区下作延２－８－１ （所在地） 川崎市

高津

不在者投票用紙（　５　）名分在中 不在者投票用紙（　　　）名分在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 （所在地） 川崎市

（所在地） 川崎市

不在者投票用紙（　　　）名分在中 不在者投票用紙（　　　）名分在中

不在者投票用紙（　　　）名分在中 不在者投票用紙（　　　）名分在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市 （所在地） 川崎市

　「指定病院等」において不在者投票を行った後、人数分の「投票用紙等」を区の選挙管理委員会

に送付します。

　なお、送付は、当該選挙人が選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会ごとに行っていた

だきますが、区の選挙管理委員会から「投票用紙等」を交付する際に、投票の終わった不在者投票

の送付先を記載した宛名ラベルを送付しますので、その宛名ラベルを使用してください。また、以

下の宛名ラベルに下記使用例を参考にして、必要な所在地、区の選挙管理委員会名及び不在者投票

を行った選挙人の人数を記載の上送付していただいても結構です。

〔投票用紙等送付用ラベル（送付先：区の選挙管理委員会）〕（白色、本文５ページの⑥）

不在者投票用紙（　　　）名分在中 不在者投票用紙（　　　）名分在中

〒　　　－ 〒　　　－

（所在地） 川崎市

使用例使用例使用例使用例
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Ⅲ 資 料 

〇「指定病院等」における不在者投票の管理に関する質疑応答集  

（凡例）  法・・・公職選挙法、 令・・・公職選挙法施行令 
番号 項 目 質 疑 事 項 回 答 関係規定 
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 

不在者投票の事

由に該当する旨

の宣誓書 
 
 
 
 
 
 
投票用紙等の請

求 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－１ 
 
 
 
 
 
２－２ 
 
 
 
 
 
２－３ 
 
 
 
 
 
２－４ 
 
 
 
 
 
 
 
２－５ 
 
 
 
 
 

「指定病院等」に入院（入所）

中の人が、投票用紙等（投票用紙

及び不在者投票用封筒のことをい

う。以下同じ。）の請求を「指定病

院等」の長に依頼（代理請求の依

頼）した場合も不在者投票の事由

に該当する旨の宣誓書を提出しな

ければならないか。 
 
不在者投票のための投票用紙等

の請求は、選挙の期日の告示の日

前においても行うことができると

されているので、今回の選挙につ

いて直ちに請求してもよいか。 
 
 病院に入院中の者の付き添いを

している人について、指定病院の

院長が代理請求をすることができ

るか。また、その人は指定病院内

で不在者投票ができるか。 
 
選挙期日が迫ってから入院患者

から投票用紙等の代理請求の依頼

があり、速達郵便でも間に合わな

いときは自動車、電車等を利用し

ても代理請求を行わなければなら

ないか。 
 入院患者から今日投票用紙等の

代理請求をしてほしい旨依頼があ

ったが、郵便等では時間的に間に

合わないため、本人の家族の者に

院長の補助者として選管に請求に

行かせてよいか。 
 
 
投票用紙等の代理請求の際に、

選挙人から徴する依頼書は、選管

に送致するのか、それとも手元に

保管するのか。 
また、その保管すべき期間はど

のくらいか。 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－１ 
 
 
 
 
 
２－２ 
 
 
 
 
 
２－３ 
 
 
 
 
 
２－４ 
 
 
 
 
 
 
 
２－５ 

 代理請求の場合は必要ありま

せん。 
 
 
 
 
 
 
 
 差し支えありません。 
ただし、選挙人が船員の場合で

あって、総務省令で指定する選挙

管理委員会の委員長に対し請求

する場合は、告示日前には請求で

きません。 
 前段、後段ともにできません。 
なお、この者については、名簿

登録地の選管で期日前投票を行

うか、現に滞在している地の選管

で不在者投票を行うことになり

ます。 
代理請求を断ることはできま

せんが、郵便等によるか直接によ

るかは、不在者投票管理者の自由

です。できれば不在者投票が可能

となるよう御配慮ください。 
 
院長の管理権の及ぶ人（補助

者）と認められれば差し支えあり

ません。 
なお、その際、院長名をもって

家族の者に院長の補助者として

請求させる旨の文書を携帯させ

ることができますよう御配慮く

ださい。 
前 段 
不在者投票管理者において保

管してください。 
 後 段 
不在者投票経費の請求の手続

が完了するまでの間は保管して

ください。 

なお、選挙の効力又は投票の効

力に関する異議の申出がされた

場合は、それに伴う争訟が終結す

るまでの間保管していただく必

要がありますが、その際は市選管

から連絡します。 

 

令５２条 
 
 
 
 
 
 
 
 
令５０条 
令５１条 
令５３条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法202条 

法203条 

法206条 

法207条 
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番号 項 目 質 疑 事 項 回 答 関係規定 
３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

候補者氏名等掲

示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選挙人への便宜

及び立候補届出

期間 
 
 
 
不在者投票をす

る期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不在者投票の方

法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－１ 
 
６－２ 
 
 
 
６－３ 
 
６－４ 
 
 
 
 
 
 
６－５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入院患者から候補者氏名一覧表

を掲示してほしいという要望が強

く、掲示の必要性を痛感している

が、選管で配布する予定はないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
選挙人への便宜のため、立候補

状況がわかる新聞を投票記載台近

くの適当な場所に、不在者投票管

理者が置いておくことはどうか。 
 
 
投票用紙等は交付された場合、

直ちに選挙人に渡すことなく、期

日をあらかじめ定めてする投票日

まで、不在者投票管理者が保管す

ることはどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
投票の記載をする筆記用具に

は、定めがあるか。 
選挙人が投票記載所に候補者氏

名一覧や候補者の氏名を記したメ

モを自ら持ち込み、見ながら投票

用紙に記入してもよいか。 
投票記載場所の数には、制限が

あるか。 
「指定病院等」に入院（入所）

中の伝染病患者及び精神病患者で

必ずしも歩行不可能ではない者

を、投票日当日投票のために外出

させることは適当でないので、「指

定病院等」内で不在者投票をさせ

て差し支えないか。 
選挙人が不在者投票を行う時点

で、その者が選挙期日の当日に入

院中又は入所中の見込みであれ

ば、投票をさせてよいか。通所に

ついてはどうか。 
 
 
 
 
 

 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
５① 
 
 
 
 
 ② 
 
 
 
 
 
 
６－１ 
 
６－２ 
 
 
 
６－３ 
 
６－４ 
 
 
 
 
 
 
６－５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市選管としては配布しません

が、区選挙管理委員会が要請に応

じ個別に送付することは、差し支

えない取り扱いとしています。 
ただし、送付された候補者氏名

一覧を掲示することは差し控え

てください。 
なお、「指定病院等」において

配布された候補者氏名一覧に手

を加えることのないようお願い

いたします。 
 
選挙人の便宜を図るうえから

やむを得ません。 
なお、立候補の届出期間は選挙

期日の告示の日１日のみですの

で念のため申し添えます。 
 
不在者投票をする期日を定める

ことについては差し支えありませ

んが、その特定の日以外に投票し

たい旨申出があった場合にこれを

拒否することはできません。 
不在者投票管理者が保管するこ

とについては、選挙人における保

管が困難であると判断される場

合、選挙人の了解を得て、保管す

るのであれば差し支えありませ

ん。 
 
 特にありませんが、赤鉛筆の使

用はできるだけ避けてください。 
差し支えありませんが、他の選

挙人に見せるようにしてはなり

ません。 
 
ありません。 

 
歩行困難な者とみなして不在

者投票をさせて差し支えありま

せん。 
 
 
 

 
前 段 
差し支えありません。ただし、

選挙期日までに退院又は退所す

ることが明らかな場合は投票で

きませんので御注意ください。 
後 段 
通所者は投票できません。 
 
 
 
 

法175条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 86 条 

の４ 

 

 

 

 

令５８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令５８条 
 
令５８条 
 
 
 
令５８条 
 
法４９条 
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番号 項 目 質 疑 事 項 回 答 関係規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－９ 
 
 
 
 
６－10 
 
 
 
 
６－11 

 

 

６－12 

 

 

 

 
 
 

Ａ（指定）病院に入院中に投票

用紙等の交付を受けた者が、その

後Ｂ（指定）病院に移った場合に、

Ｂ病院内で不在者投票させること

ができるか。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選挙人の依頼に応じ、投票用紙

等の代理請求をし、それらを受理

したが、その前に選挙人が退院・

退所した場合の処置について 
 
 
 
 
 
選挙人から請求依頼があり投票

用紙等を選管からとりよせたとこ

ろ、本人が人事不省に陥り、不在

者投票できなくなった場合、不在

者投票管理者としてどう処置した

らよいか。 
 
 
 
 
 
自書能力もなく口も聞けない人

が候補者の一覧表を載せた新聞を

持ってきて、自分が投票したいも

のの氏名を指示する方法で不在者

投票の代理投票ができるか。 
投票箱の設置についての定めは

あるか。 
 
 
 
投票立会人は、不在者投票の期

間の中途で変更して差し支えない

か。 
ベット上で投票することになる

場合、投票記載台についてもベッ

ト上で記載できるよう足を短くす

るなど改良して使用したいがどう

か。 
 
 

６－６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－９ 
 
 
 
 
６－10 

 
 
 
 
６－11 
 

 

６－12 

 

 
 
 
 
 

選挙人が、自ら投票用紙等の交

付を請求した場合に限りさせる

ことができます。 
しかし、その人が自分の投票区

の区域外の病院（Ａ）に入院中で

あることを理由に投票用紙等の

交付を受けており、新たに移った

病院（Ｂ）が、その人の投票区と

同一区域内にあるときは、原則不

在者投票はできませんが、天災・

悪天候や新型コロナウイルス感

染症への感染が懸念される状況

であるために外出困難である場

合などは不在者投票事由に該当

するので、区域内であっても、不

在者投票を行うことができます。 
経緯を詳細に書いて投票用紙

等を至急、交付した区選管に返送

してください。 
なお､当該選挙人に対しては不

在者投票理由が消滅したため投

票用紙等を区選管に返送した旨

及び投票日当日投票所に行けば

投票できる旨を連絡してくださ

い。 
投票日の前日まで不在者投票

管理者においてこれを保管して

ください。不在者投票ができず、

その後選挙の当日投票に行ける

状態になれば、投票所で当該不在

者投票用紙と引き換えに投票で

きますので、その時に交付してく

ださい。 
なお、当日投票もできなかった

時は､投票時間経過後、理由を付

して区選管に返送してください。 
選挙人の意思が確認できる限

り差し支えありません。 
 
 
 
ありません。 
投票箱の設置は特に義務づけ

てはいませんが、一定の適当な箱

（例えば、手さげ金庫）に一時確

実に保管してください。 
差し支えありません。 

 
 
差し支えありません。要は投票

の秘密が守られるよう配慮され

ていれば結構です。 
 
 
 
 

令５０条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令６４条 
 
 
 
 
 
 
 
 
令６４条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令５８条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令５８条 
 
 
令５８条 
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番号 項 目 質 疑 事 項 回 答 関係規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
８ 
 
 
 
 
 
 
９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投票の送致 
 
 
 
経費の請求 
 
 
 
 
 
 
新型コロナウイ

ルス感染症関連 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－13 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－14 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－15 

 

 

 

 

 

６－16 

 

 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
８－１ 
 
 
８－２ 

 
 

 

９－１ 

 

 

 

 

９－２ 

 

 

 

 

 

 

 

代理投票を行わせる場合に、代

理投票の補助者の氏名を病院内の

記録にとどめる必要があるか。 
 

 
 
 
 

 
不在者投票用外封筒にする不在

者投票管理者の記名と立会人の署

名について、｢記名｣と「署名」と

の相違はどこか。 
 
 
 

 
 
病院長名で投票用紙の代理請求

をした後、病院長に事故があり、 
その後引き続いて院長代理（医師

である副院長）が院長事務を行っ

ているが、この場合不在者投票管

理者の氏名は院長代理でよいか。 
不在者投票管理者は、必ず投票

記載場所に立会人とともにいなく

てはならないか。 
 
 
 
 
 
不在者投票の送致の際に、送致

用封筒の表面に記載する「投票在

中」という文言は朱書きによるか。 
 
投票用紙等を代理請求した場合

と本人が請求した場合とでは、経

費の支払い総額に相違があるか。 
経費の請求は、投票用紙等の交

付数又は投票者数のいずれで算出

すべきか。 
  
 新型コロナウイルス感染症対策

を行うための人員・予算が確保で

きそうにないので、新型コロナウ

イルス感染症の感染の疑いがある

方には投票させなくてもよいか。 
 新型コロナウイルス感染症に感

染し自宅療養をしていた人が特例

郵便等投票を行うため投票用紙等

を請求したが、その後病状悪化に

よりＡ（指定）病院に入院した。

この場合、Ａ（指定）病院で投票

させればよいか。 
 

６－13 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－14 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－15 

 

 

 

 

 

６－16 

 

 

 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
８－１ 
 
 
８－２ 
 
 
 

９－１ 

 

 

 

 

９－２ 

 

 

 

 

 

 

 

法令上何ら定めもありません

のでその必要はありませんが、任

意に行うことは差し支えありま

せん。 
しかし、代理投票の仮投票にお

いては、補助者の氏名を不在者投

票用外封筒の表面に記載するこ

ととなりますので念のため申し

添えます。 
｢記名｣は本人以外の者が記載

しても差し支えありませんが、

「署名」は本人が自書しなければ

なりません。したがって、｢記名｣

の場合はゴム印なども使用でき

ますが、「署名」の場合は使用で

きません。 
 
 
院長代理何某と記載してくだ

さい。 
 
 
 
 
不在者投票管理者の管理権が

及ぶなら、必ずしも投票記載場所

にいる必要はありません。ただ

し、不在者投票管理者の事務補助

者と立会人の最低2人、代理投票

の場合はさらに補助者が2人の計

4人いなければなりません。 

 
法令上の定めはありませんが

朱書きでお願いします。 
 
 
いずれも同額で1,050円です。 

 
  
投票者数で算出してください。 

 
 

 
 感染を理由に投票を拒否する

ことはできませんので、選挙人の

投票の機会をできるだけ確保す

るように努めてください。 
 
 既に投票用紙等を請求済みで

あれば、特例郵便等投票で投票を

行わせることができます。 
 この場合Ａ（指定）病院の長が

不在者投票管理者となって行う

不在者投票ではありませんので、

念のため申し添えます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
令６０条 
 
 
 
 
 
 
 
 
令６０条 
 
 
 
 
 
令５８条 
 
 
 
 
 
 
 
令６０条 
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番号 項 目 質 疑 事 項 回 答 関係規定 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10－２ 

投票当日の投票管理者におい

て不受理と決定される投票という

のはどういうものか。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選挙期間中に不在者投票管理者

が変更となった場合、選挙管理委

員会に報告する必要があるか。 

10－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10－２ 

主に次のようなものです。 
① 不在者投票用外封筒に選挙

人の署名がない投票 
② 不在者投票用外封筒に選挙

人の署名に代えてゴム印で

記名した投票 
③ 不在者投票用外封筒に投票

した年月のみで日の記載の

ない投票 
④ 不在者投票用外封筒に投票

場所の記載が不十分な投票 
⑤ 不在者投票用外封筒の封が

破られている投票 
⑥ 正規の不在者投票用外封筒

を用いない投票 
⑦ 不在者投票用外封筒に立会

人の氏名の署名のない投票 
⑧ 不在者投票用外封筒に立会

人の氏名をゴム印で記名し

た投票 
 報告の必要はありません。な

お、施設の名称や所在地が変更と

なった場合には、区の選挙管理委

員会にその旨を速やかに連絡し

てください。 

令６３条 
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◎川崎市・区選挙管理委員会所在地等一覧表 

 

市区名 所 在 地 電 話 

川崎市選挙管理委員会 
〒210-8577  

川崎市川崎区宮本町 1 番地 

選挙係 044－200－3425 

管理係 044－200－3422 

ＦＡＸ 044－200－3951 

川崎区選挙管理委員会 
〒210-8570  

川崎市川崎区東田町 8 番地 

電話 044－201－3124 

ＦＡＸ 044－201－3209 

幸 区選挙管理委員会 
〒212-8570  

川崎市幸区戸手本町 1 丁目 11 番地 1 

電話 044－556－6604 

ＦＡＸ 044－555－3130 

中原区選挙管理委員会 
〒211-8570  

川崎市中原区小杉町 3 丁目 245 番地 

電話 044－744－3128 

ＦＡＸ 044－744－3340 

高津区選挙管理委員会 
〒213-8570  

川崎市高津区下作延 2 丁目 8 番 1 号 

電話 044－861－3124 

ＦＡＸ 044－861－3126 

宮前区選挙管理委員会 
〒216-8570  

川崎市宮前区宮前平 2 丁目 20 番地 5 

電話 044－856－3126 

ＦＡＸ 044－856－3299 

多摩区選挙管理委員会 
〒214-8570  

川崎市多摩区登戸 1775 番地 1 

電話 044－935－3128 

ＦＡＸ 044－935－3391 

麻生区選挙管理委員会 
〒215-8570  

川崎市麻生区万福寺 1 丁目 5 番 1 号 

電話 044－965－5109 

ＦＡＸ 044－953－4989 

 

注「問い合わせ先」 

１ 「投票用紙等」の請求は、選挙人の名簿登録地の区選挙管理委員会 
２ 事務手続関係は、選挙人の名簿登録地の区選挙管理委員会又は川崎市選挙

管理委員会事務局選挙部選挙課選挙係 
３ 経費関係は、川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課管理係 

 


